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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年６月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月１７日 １５時２６分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市大島北北東方沖 

 筑前
ちくぜん

大島灯台から真方位０３３°４.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５８.０′ 東経１３０°２７.１′） 

事故の概要  貨物船YU
ユー

 HAI
ハ イ

 1 は、西進中、また、漁船大国
だいこく

丸は、南東進中、両

船が衝突した。 

 YU HAI 1 は、右舷中央部外板に擦過傷を生じ、また、大国丸は、

船首部外板等に破損を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年３月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 YU HAI 1（カンボジア王国籍）、１,３１８トン 

８９９２０４１（ＩＭＯ番号）、AOYU SHIPPING LIMITED 

   ７０.７０ｍ×１２.００ｍ×６.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、１９８６年（建造） 

Ｂ 漁船 大国丸、９.１トン 

   ＦＯ２－６４８４（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.１５ｍ（Lr）×３.４８ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.５０kＷ、平成１２年３月１１日 

   第２９０－５７１９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ６２歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

    交付年月日 ２０１４年１２月２４日 

          （２０１７年９月８日まで有効） 

航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ２７歳 

   締約国資格受有者承認証 二等航海士（カンボジア王国発給） 

    交付年月日 ２０１３年８月２１日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成元年４月２７日 
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    免許証交付日 平成２６年４月２１日 

           （平成３１年４月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板及びカンヌキに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人（中華人民共和国籍６人、ベ

トナム社会主義共和国籍１人）が乗り組み、スクラップ９６０.２５

ｔを積み、大島北東方沖を、中華人民共和国寧波
ニンボー

港に向けて真方位約

２６７°の針路、約９.２～９.４ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で自動操舵により航行していた。 

 航海士Ａは、単独で船橋当直に当たり、レーダーをヘッドアップ、

３Ｍレンジで１Ｍオフセンター及び０.５Ｍの固定距離マーカーを表

示させて使用し、船橋後部の海図台で作業をしながら、見張りを行っ

ていたところ、右舷前方４５°３Ｍ付近にＢ船の映像を見た。 

航海士Ａは、Ｂ船をレーダー及び目視で確認してまだ距離があると

思い、再び海図台で作業を数分間行い、再度Ｂ船を右舷前方４５°

１.５～２.０Ｍ付近に確認し、方位変化がなかったが、Ｂ船は漁船で

あり、至近になって針路を変える可能性があると思い、同じ針路及び

速力の状態で、海図台での作業を続けた。 

 Ａ船は、航海士Ａが、数分後に前方を見たところ、右舷船首方の至

近にＢ船を認めたので、自動操舵で左舵を取ったが、平成２７年３月

１７日１５時２６分ごろ、大島北北東方沖において、その右舷中央部

とＢ船の船首部とが衝突した。 

航海士Ａは、直ちに船長Ａに連絡し、船長の操船指揮で停船して海

上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、宗像市沖ノ島東方沖での操業を

終え、宗像市鐘崎漁港に向けて、大島北方沖を自動操舵により約１０

kn の速力で南東進した。 

船長Ｂは、操縦席に腰を掛け、レーダーをヘッドアップ及び３Ｍレ

ンジに設定して見張りを行っていたところ、左舷方４０°１.５Ｍ付

近にＡ船の映像を確認した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、まだＡ船との距離があると思い、同じ針路及び

速力で航行していたところ、その船首部とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、本事故後、直ちに機関を中立にして行きあしを止め、漂

泊した。 

Ｂ船は、海上保安庁の指示により、自力で航行して鐘崎漁港に入港

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡
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大）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 Ａ船の自動操舵装置は、最大舵角１５°に設定されていた。 

船長Ｂは、本事故当時、疲労により眠気を感じており、レーダーで

Ａ船の映像を見たものの、目視による確認を行っておらず、Ａ船が接

近していることに気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大島北北東方沖を西進中、航海士Ａが、Ｂ船に対する見張

りを適切に行っていなかったことから、右舷船首方至近に接近したＢ

船に気付き、左舵を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 航海士Ａは、Ｂ船の方位変化がないことを認識していたものの、Ｂ

船は漁船であり、至近になって針路を変える可能性があると思い、Ｂ

船に対する見張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、大島北北東方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ船に対する見張

りを適切に行っていなかったことから、Ａ船が接近していることに気

付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、疲労による眠気を感じていたので、覚醒水準が低下し

て、見張りを適切に行えなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、大島北北東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南東進

中、航海士Ａ及び船長Ｂが、共に相手船に対する見張りを適切に行っ

ていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・単独で乗船して操船を行う場合、疲労を覚えた状態で航行を続け 

ず、最寄りの港に寄港するなどして休息すること。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船の進路 

Ａ船の航跡 
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事故発生場所 

（平成２７年３月１７日 １５時２６分ごろ発生） 



 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船の進路 

Ａ船の航跡 
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事故発生場所 

（平成２７年３月１７日 １５時２６分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn) 

15:22:14 33-57-58.2 130-27-49.0 267 268.9 9.5 

15:22:53 33-57-58.4 130-27-41.7 269 273.7 9.1 

15:22:57 33-57-58.4 130-27-40.9 268 272.2 9.5 

15:23:17 33-57-58.4 130-27-37.1 266 270.0 9.4 

15:23:33 33-57-58.4 130-27-34.1 266 268.4 9.5 

15:23:45 33-57-58.4 130-27-31.8 266 268.5 9.6 

15:23:53 33-57-58.3 130-27-30.3 267 268.3 9.4 

15:24:02 33-57-58.3 130-27-28.4 267 268.8 9.4 

15:24:13 33-57-58.3 130-27-26.5 268 269.7 9.4 

15:24:24 33-57-58.3 130-27-24.4 269 270.4 9.4 

15:24:33 33-57-58.3 130-27-22.7 269 270.8 9.5 

15:25:26 33-57-58.3 130-27-12.5 256 261.8 9.3 

15:25:30 33-57-58.2 130-27-11.9 255 261.6 9.3 

15:25:33 33-57-58.1 130-27-11.4 253 261.4 9.3 

15:25:40 33-57-58.0 130-27-10.1 249 258.7 9.2 

15:25:50 33-57-57.5 130-27-08.2 246 252.3 9.1 

15:26:02 33-57-56.9 130-27-06.1 245 248.5 9.2 

15:27:23 33-57-53.2 130-26-52.3 251 254.7 8.0 

15:27:33 33-57-52.9 130-26-50.9 251 254.0 7.7 

15:27:53 33-57-52.1 130-26-48.1 249 252.1 7.1 

15:28:12 33-57-51.4 130-26-45.5 244 250.4 6.5 

15:28:26 33-57-50.9 130-26-43.9 238 247.4 6.1 

15:28:33 33-57-50.6 130-26-43.3 235 245.5 5.9 

15:29:12 33-57-48.7 130-26-39.8 213 227.2 4.7 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は 

真方位である。 

 


